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 １

議案番号 件名(担当) 主   な   内   容 

１０３ 相模原市公契約条例

について 

(企画市民局財務部) 

 

 

 

安全かつ良質な事務及び事業の確保を図り、もって市民が安

心して心豊かに暮らせる市民生活の実現に寄与するため、市が

契約の当事者となる工事又は製造その他についての請負の契約

に係る基本方針その他所要の定めをするもの 

(Ｈ２４.４.１施行。ただし、労働報酬下限額の設定に係る規定

及び相模原市労働報酬等審議会の設置に係る規定は、Ｈ２４．

１．１施行) 

 

１０４ 相模原市区の設置等

に関する条例の一部

を改正する条例につ

いて 

(企画市民局市民部) 

 

 

 

 

緑区役所青野原出張所の移転に伴い、位置の変更をするもの

(Ｈ２４.３.２６施行)

 施設の概要 

 移 転 前 移 転 後 

位   置
相模原市緑区青野原

１６１９番地 

相模原市緑区青野原

１２５０番地１ 

構 造 鉄骨造２階建 木造平屋建 

建築面積 １３０．５０㎡ １４９．０５㎡

延べ床面積 １９８．００㎡ １４５．７４㎡

 

 

１０５ 相模原市暴力団排除

条例について 

(企画市民局市民部) 

 

 

暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、もって安全

で安心して暮らすことができる社会の実現に資するため、暴力

団排除の推進について所要の定めをするもの 

(Ｈ２４.１.１施行)

１０６ 相模原市立保育所設

置条例の一部を改正

する条例について 

(健康福祉局こども育

成部) 

 

 

 

 

 相模原市立内郷保育園の移転に伴い、位置の変更をするもの

(公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行) 

 施設の概要 

 移 転 前 移 転 後 

位   置
相模原市緑区寸沢嵐

８３３番地 

相模原市緑区寸沢嵐

８２３番地 

構 造
鉄筋コンクリート造

２階建 

軽量鉄骨造平屋建 

建築面積 １８８．５０㎡ ２５２．６４㎡

延べ床面積 ３３２．９４㎡ ２５２．６４㎡

 

 

１０７ 相模原市市営住宅条

例の一部を改正する

条例について 

(都市建設局まちづく

り計画部) 

 

 

貝沢住宅、青葉住宅及び中野原住宅の廃止をするもの 

 (Ｈ２４.１.１施行)



 ２

１０８ 相模原市簡易水道条

例の一部を改正する

条例について 

(都市建設局土木部) 

 

 

 馬本、吉原簡易水道及び伏馬田簡易水道を牧野中央簡易水道

に統合することに伴う馬本、吉原簡易水道及び伏馬田簡易水道

に係る規定の削除並びに葛原簡易水道及び牧野中央簡易水道の

給水区域を拡大することに伴う葛原簡易水道及び牧野中央簡易

水道の給水区域を変更するもの 

(公布日施行)

１０９ 相模原市収入印紙購

入基金条例について 

(緑区役所) 

登記事項証明書等の発行請求機が津久井総合事務所内に設置

されることに伴い、請求に必要な収入印紙の売りさばきに関す

る事務を市において円滑かつ効率的に行うため、基金の設置そ

の他所要の定めをするもの 

(公布日施行)

１１０ 相模原市消防団に関

する条例の一部を改

正する条例について 

(消防局) 

消防団の組織の再編に伴い、消防団の名称、区域、役員及び

定員に係る規定の改正その他所要の改正をするもの 

(Ｈ２４．４．１施行)

 改正の内容 

１ 消防団の名称、定員等の変更(第１条の２及び第４条関係)

  旧津久井４町との合併調整方針を踏まえ、消防団を５団体

制から１団体制に再編するもの 

現 行 改正後 

名 称 定 員 名 称 定 員 

相模原市相模

原消防団 

７６２人 相模原市消防団 １，６９８人

相模原市城山

消防団 

１６３人

相模原市津久

井消防団 

３８８人

相模原市相模

湖消防団 

１４７人

相模原市藤野

消防団 

２４７人

２ 消防団の役員の変更(第３条及び第８条の２関係) 

消防団の再編により新たに６方面隊を設置することに伴

い、副団長を廃止し、新たに方面隊長及び副方面隊長を置くこ

ととするもの 

現 行 改正後 

団長 団長 

副団長 
方面隊長 

副方面隊長 

分団長 分団長 

副分団長 副分団長 

部長 部長 

副部長 副部長 

 

 



 ３

１１１ 工事請負契約につい

て 

(企画市民局財務部) 

１ 工事の名称 (仮称)緑区合同庁舎立体駐車場建設工事 

２ 工事の場所 相模原市緑区西橋本５丁目４番７ほか 

３ 契約金額 ３６０，４６５，０００円 

４ 契約の相手方 株式会社西野工務店 

代表取締役 西 野 清 一 

５ 履行期限 本契約締結の日から３５０日以内 

６ 工事の概要 

 自走式立体駐車場 管理事務所棟 

構 造 鉄骨造３層４段式 軽量鉄骨造平屋 

建築面積 １，８１４．５４㎡ ２９．８１㎡

延べ床面積 ５，３１１．１１㎡ ２９．８１㎡
 

１１２ 工事請負契約につい

て 

(企画市民局財務部) 

１ 工事の名称 市道新戸相武台道路改良工事(第二工区) 

２ 工事の場所 相模原市南区新戸地内 

３ 契約金額 １，１５３，２２５，５００円 

４ 契約の相手方 熊谷組・アコック・平賀共同企業体 

代表者 株式会社熊谷組横浜営業所 

所 長 政 安 俊 明 

５ 履行期限 本契約締結の日から７１０日以内 

６ 工事の概要 

構 造 ボックスカルバート 

延 長 １８８．０ｍ

幅 員 １０．０ｍ
 

１１３ 

 

工事委託協定の変更

について 

(都市建設局土木部) 

 

 

１ 工事の名称 矢部駅地下横断施設整備工事 

２ 工事の場所 相模原市中央区矢部新田１２７番３ほか 

３ 協定の相手方 東日本旅客鉄道株式会社横浜支社 

執行役員横浜支社長 日 野 正 夫 

４ 本協定締結日 平成２２年１月２９日 

５ 変 更 事 項  

（１）委託金額  変更前   ９６０，１２４，０００円 

変更後 １，０６２，２３９，０００円 

（２）履行期限  変更前 本協定締結の日から１，０６６日

以内 

変更後 本協定締結の日から１，７０５日

以内 

６ 変更の理由 

本工事の委託先である東日本旅客鉄道株式会社において施

工方法の検証及び事業費の精査をすることとしたため、当該

検証及び精査の実施並びに同社と本市との間の協議、調整等

に時間を要したこと、東日本大震災の発生に伴い工事の着手

が遅れたこと並びに線路に敷かれている砕石が想定以上の深

さに及んでいたことによる地下横断部の工事における掘削に

係る工事期間の延長並びに同工事における掘削等に係る費用

の増額をする必要が生じた。 

このため、委託金額の増額及び履行期限の延長をするもの



 ４

１１４ 不動産の処分につい

て 

(企画市民局市民部) 

土地の処分 

１ 所在及び地番 相模原市中央区相模原２丁目１６３番８３

ほか１筆 

２ 地    目 宅地 

３ 面    積 ２５６．４５平方メートル 

４ 処分の方法 無償譲渡 

５ 相 手 方 相模原市中央区相模原２丁目１９番６号 

自治会法人すみれ自治会 

会長 柳 瀬 一 路 

 

 

１１５ 不動産の処分につい

て 

(環境経済局経済部) 

土地の処分 

１ 所在及び地番 相模原市緑区小倉字城山１２３番２の一部

２ 地    目 山林 

３ 面    積 ７６，５２４．６０平方メートル 

４ 処分の方法 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６

号)第１６７条の２第１項第２号の規定によ

る随意契約により売却 

５ 相 手 方 相模原市緑区中野９３７番地２ 

        神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター 

所長 和 田 潤 一 

 

 

 

１１６ 専決処分の承認につ

いて 

(企画市民局財務部) 

平成２３年度相模原市一般会計補正予算(第４号) 

補正前の額 補 正 額 補正後の額 

244,119,000千円 304,000千円 244,423,000千円

 

９月２１日の台風１５号により生じた市内施設の被害に対応

するための経費について、予算を補正する必要が生じたが、議

会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるため専決処

分したもの 

(Ｈ２３．１０．７専決処分) 

 

 

１１７ 指定管理者の指定に

ついて 

(企画市民局市民部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立城山文化ホール 

２ 指定管理者 

  所在地 横浜市神奈川区栄町５番地１ 

  名 称 城山ＳＳ共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 



 ５

１１８ 指定管理者の指定に

ついて 

(健康福祉局保険高齢

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立老人福祉センター渓松園及び相模原市立老人福

祉センター若竹園 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 公益財団法人相模原市都市整備公社 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

 

１１９ 指定管理者の指定に

ついて 

(健康福祉局保険高齢

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立清新デイサービスセンター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区清新７丁目４番１号 

  名 称 社会福祉法人智泉会 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

 

１２０ 指定管理者の指定に

ついて 

(健康福祉局保険高齢

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立星が丘デイサービスセンター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区上溝５４２３番地５ 

  名 称 社会福祉法人上溝緑寿会 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

 

１２１ 指定管理者の指定に

ついて 

(健康福祉局保険高齢

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立古淵デイサービスセンター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区東淵野辺４丁目２５番３号 

  名 称 社会福祉法人たけのうち福祉会 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

 

１２２ 指定管理者の指定に

ついて 

(健康福祉局保険高齢

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立東林ふれあいセンター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 公益財団法人相模原市都市整備公社 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

 

 



 ６

１２３ 指定管理者の指定に

ついて 

(環境経済局経済部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市民たてしな自然の村 

２ 指定管理者 

  所在地 長野県北佐久郡立科町大字芦田八ケ野２１０番地

  名 称 信州リゾートサービス株式会社 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

１２４ 指定管理者の指定に

ついて 

(環境経済局環境共生

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立環境情報センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市南区東大沼３丁目３番３号 

名 称 特定非営利活動法人さがみはら環境活動ネット

ワーク会議 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

１２５ 指定管理者の指定に

ついて 

(環境経済局環境共生

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原麻溝公園競技場及び相模原麻溝公園スポーツ広場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 相模原市体育協会グループ 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

１２６ 指定管理者の指定に

ついて 

(環境経済局環境共生

部・教育局生涯学習

部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

津久井又野公園、相模湖林間公園、小倉テニスコート、小

倉プール、名倉グラウンド及びふじのマレットゴルフ場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 都市整備公社・東海体育指導グループ 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

１２７ 指定管理者の指定に

ついて 

(都市建設局まちづく

り事業部) 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  橋本駅北口第１自転車駐車場、橋本駅北口第２自転車駐車

場、橋本駅南口第１自転車駐車場、橋本駅南口第２自転車駐

車場、橋本駅北口第１自動車駐車場及び橋本駅北口第２自動

車駐車場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 都市整備公社グループ 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

 

 



 ７

１２８ 指定管理者の指定に

ついて 

(都市建設局まちづく

り事業部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

相模原駅北口自転車駐車場、相模原駅南口自転車駐車場、

矢部駅北口自転車駐車場、淵野辺駅南口第１自転車駐車場、

淵野辺駅南口第２自転車駐車場及び相模原駅自動車駐車場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 都市整備公社グループ 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

 

１２９ 指定管理者の指定に

ついて 

(都市建設局まちづく

り事業部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模大野駅北口自転車駐車場、谷口北口自転車駐車場、谷

口南口自転車駐車場、相模大野駅西側自転車駐車場、相武台

前駅北口自転車駐車場、相模大野立体駐車場及び小田急相模

原駅自動車駐車場 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 都市整備公社グループ 

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

 

１３０ 指定管理者の指定に

ついて 

(都市建設局土木部) 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立相模湖ふれあいパーク 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見４丁目３番１号 

  名 称 社団法人相模原市シルバー人材センター     

３ 指定の期間 

  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

 

１３１ 当せん金付証票の発

売限度額について 

(企画市民局財務部) 

平成２４年度における公共事業等の費用の財源に充てるため

の当せん金付証票を発売するに当たり、その発売限度額を定め

る必要があるため、当せん金付証票法(昭和２３年法律第１４４

号)第４条第１項の規定により提案するもの 

発売限度額 ４，５００，０００，０００円 

 

 

 

１３２ 

 

平成２３年度相模原

市一般会計補正予算

(第５号) 

(企画市民局財務部) 

補正前の額 補 正 額 補正後の額 

千円

244,423,000

千円 

 

5,231,000 

千円

249,654,000



 ８

１３３ 平成２３年度相模原

市下水道事業特別会

計補正予算(第１号) 

(企画市民局財務部) 

18,759,000 449,000 19,208,000

 
下水道勘定 18,316,000 449,000 18,765,000

浄化槽勘定 443,000 ― 443,000

１３４ 平成２３年度相模原

市自動車駐車場事業

特別会計補正予算(第

２号) 

(企画市民局財務部) 

3,620,000 ― 

(債務負担行為補正)

3,620,000

１３５ 平成２３年度相模原

市公債管理特別会計

補正予算(第１号) 

(企画市民局財務部) 

 

32,602,000 453,000 33,055,000

１３６ 不動産の減額貸付け

について 

(緑区役所) 

１ 所在、地番、構造、地目、延べ床面積及び地積 

（１）建物 

ア 所    在 相模原市緑区吉野４０７番地 

イ 構    造 鉄筋コンクリート造２階建及び鉄筋コ

ンクリート造地下１階地上２階建 

ウ 延べ床面積 ２，７１９．６４平方メートル 

（２）土地 

  ア 所在及び地番  

（ア）相模原市緑区吉野字新町４０３番１ほか１９筆 

（イ）(ア)の土地に介在する市有地 

イ 地    目 宅地、学校用地、公衆用道路及び畑 

ウ 地    積 ５，９２９．３３平方メートル 

２ 相 手 方 相模原市緑区名倉２８０５番地１ 

学校法人シュタイナー学園 

理事長 小 林 國 力 

３ 減額貸付の目的 学校法人シュタイナー学園は、同学園の

芸術を志向する教育内容が旧藤野町におけ

る「ふるさと芸術村構想」に基づく施策と

合致することから、廃校した名倉小学校を

平成１７年４月から借り受けて、小・中一

貫校を運営している。 

吉野小学校跡地活用に係る事業者公募に

より選定された同学園による高等学校の設

置が、廃校した小学校の活用、定住人口の

増加及び地域住民との交流による地域の活

性化に資することから、建物及び土地を貸

付料を減額して貸し付けるもの 



 ９

  ４ 減 額 期 間 平成２４年２月１日から平成２８年３月

３１日まで 

(貸付期間：平成２４年２月１日から平成

３３年３月３１日まで) 

５ 減額する金額及び減額後の金額  

期  間 減額する金額(年額) 減額後の金額(年額)

平成２４年２月１日

から 

平成２４年３月３１日

まで 

1,981,966円 396,394円

平成２４年４月１日

から 

平成２５年３月３１日

まで 

12,090,000円 2,418,000円

平成２５年４月１日

から 

平成２６年３月３１日

まで 

9,672,000円 4,836,000円

平成２６年４月１日

から 

平成２７年３月３１日

まで 

7,254,000円 7,254,000円

平成２７年４月１日

から 

平成２８年３月３１日

まで 

5,912,869円 8,595,131円

６ 貸付けの条件 

  相手方は、平成２４年１月末日を期日として、学校教育法

(昭和２２年法律第２６号)第４条第１項に規定する私立の高

等学校の設置に係る神奈川県知事の認可を受けること。 

 

報告番号 件名(担当) 主   な   内   容 

２７ 専決処分の報告につ

いて 

(企画市民局財務部) 

 

 

 工事請負契約((仮称)緑区合同庁舎建設工事)の変更 

  

変更事項 変更前 変更後 

契約金額 1,928,850,000円 1,960,023,450円
 

２８ 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告につ

いて 

(総務局総務部) 

 

 

 

 

 

本市塵芥車による交通事故に係る損害賠償額 

(１，３６５円)の決定の専決処分 

本市軽貨物車による交通事故に係る損害賠償額 

(４７，８４６円)の決定の専決処分 

本市塵芥車による交通事故に係る損害賠償額 

(５２，６３７円)の決定の専決処分 

本市小型貨物車による交通事故に係る損害賠償額 

(９４，０４０円)の決定の専決処分 



 １０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市営住宅の管理に係る損害賠償額 

(５０６，６０４円)の決定の専決処分 

市営自動車駐車場の管理に係る損害賠償額 

(９１，２００円)の決定の専決処分 

道路管理に係る損害賠償額 

(２０，５５６円)の決定の専決処分 

雨水調整池の管理に係る損害賠償額 

(８４，０５２円)の決定の専決処分 

付議予定案件  人事 ２件  人事委員会委員の選任について １件 

副市長の選任について     １件 
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